
 

R7.11.1 

重 要 事 項 説 明 書 

当事業所は、介護保険法、医療保険法に基づく訪問看護事業を行うものと 

して指定を受けています。当事業所の概要や、提供するサービスの内容、 

契約上ご注意いただきたいことを記載したものです。 

１ 事業所概要 

事 業 所 名 称 訪問看護ステーションやわた 

所 在 地   酒田市小泉字前田３７番地 

法 人 種 別  地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 

事 業 所 指 定 番 号   山形県 ０６６０８９０１０４７ 

管 理 者    堀 マキ 

電 話 番 号    TEL（代表） ６４－４５８５ （FAX） ６４－４５８５ 

サービス提 供 地 域 酒田市、遊佐町 庄内町 

  ２ 事業所の職員体制                            令和 7 年 11 月 1 日現在 

職       種           人         員 

看 護 職 員 
     管理者 １名（管理業務、看護業務兼務） 

    看護師 ５名以上（看護業務）  

      当事業所は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構が運営している訪問看護事

業所です。 

 ３ 営業日および時間 

営 業 日  月曜日～土曜日  

 休 業 日   日曜日、国民の祝日、１２月２９日から１月３日 

営業時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

※ 緊急時の電話相談は２４時間対応するほか、医師の指示にて訪問や必要に応じて 

緊急時訪問看護を行います。 

 

 



 

＜緊急時の連絡体制＞ 

連絡先 ①０８０－５５６０－５７９５（２４時間３６５日） 

     ②０２３４－６４－４５８５（平日午前８時３０分～午後５時１５分） 

     看護師が不在の場合があります。 

③０２３４－６４－３３１１（平日午前８時３０分～午後５時１５分） 

＜緊急時の対応方法＞ 

ご利用者様の主治医への連絡を行い、医師の指示に従います。 

主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

４ サービス利用料および利用者負担額 

（１）訪問看護を提供したときの利用料の額は、厚生労働大臣が定める金額であり、ご

利用者様の負担額は、介護保険または医療保険の負担割合によるものです。 

（２）医療保険でのご利用の場合は、片道５㎞まで３８０円（消費税込み）、以降５㎞ご

とに９０円の交通費をご負担していただきます。 

（３）終末期訪問看護において、ご利用者様が死亡し、ご家族様のご希望があった場合

は、ご遺体の処置料として２２，０００円をご負担いただきます。 

（４）保険適用外による訪問看護利用料は、９０分まで８,５５０円、以降３０分ごと 

２,８５０円をご負担いただきます。 

また、同日２回目の利用については、９０分まで４,５００円、以降３０分ごと 

２,８５０円をご負担いただきます。 

（５）診療情報提供手数料の写し交付においては、Ａ４用紙１枚につき１０円、光ディ

スク１枚につき８０円です。（診療情報提供に関する指針に基づき手続きがあり

ます。） 

(６) 前項の費用をご負担いただく場合は、利用者様又はご家族様に対して事前に文書

で説明した上で、お支払いに同意する旨の文書に署名( 記名、押印 )をいただきま

す。 

 

 

 

 



 

５ サービスの方針 

当事業所の訪問看護師は、看護師の資格があり、看護ケア、在宅医療、福祉の経験を

積んで研修を経てきたスタッフです。地域の各種サービス提供機関と連携しながら、

ご利用者様、ご家族様の日常生活における質の向上と、安心して豊かな生活を送るお

手伝いをさせて頂きます。 

 6 相談窓口、苦情対応 

      サービスに関する相談や苦情について、次の窓口で対応します。 

  当事業所相談窓口 

電話番号    ０２３４－６４－４５８５ 

FAX番号    ０２３４－６４－４５８５ 

相談責任者    堀 マキ 

利用時間     午前８時３０分～午後５時１５分 

日本海八幡クリニック窓口 

電話番号    ０２３４－６４－３３１１ 

FAX番号    ０２３４－６４－２０５４ 

相談責任者    池田 栄子 

利用時間     午前８時３０分～午後５時１５分 

 

     当事業所以外に、次の公的機関において苦情申出ができます。 

酒 

 

田 

 

市 

介護保険課 

事業管理係 

住   所  酒田市本町二丁目2番45号 

（市役所本庁舎） 

電話番号  ０２３４―２６－５３６３ 

利用時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

八幡総合支所 

健康福祉係 

住   所  酒田市観音寺字寺ノ下41番地 

電話番号   ０２３４－６４－３１１３ 

利用時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

遊

佐

町 

健康福祉課 

福祉介護保険係 

住   所  遊佐町遊佐字舞鶴２１１番地 

電話番号   ０２３４－２８－８２５１ 

利用時間  午前８時３０分～午後５時００分 

山形県国民健康保険 

  団体連合会 

     （苦情相談専用） 

住   所  寒河江市大字寒河江字久保６番地 

電話番号   ０２３－６２３－０９９７ 

利用時間  午前９時～午後４時 

 

 

 



 

訪問看護サービス説明書 

１ サービスの内容                                               

（１） 症状・障害の観察 

（２） 清拭・洗髪等による清潔の保持 

（３） 食事及び排泄等の日常生活の世話 

（４） 褥瘡の予防・処置 

（５） リハビリテーション 

（６） ターミナルケア 

（７） 認知症患者の看護 

（８） 療養生活や介護方法の指導 

（９） カテーテル等の管理 

（１０） その他医師の指示による医療処置 

（１１） 精神疾患利用者の看護 

ご利用者様の状態に合わせて、介護保険または医療保険でサービスを提供します。 

２ サービス提供の記録等 

（１）サービス開始時に「訪問看護計画書」を作成し、ご利用者様、ご家族様へ説明しま

す。 

（２）「訪問看護計画書」」とサービス提供の状況を記録した「訪問看護報告書」は主治

医、居宅介護支援事業所に提出します。必要時、市町村、病院等に訪問看護情報提

供書を提出します。 

（３）前記 訪問看護サービス書類は５年間適正に保管し、ご利用者様またはご家族様の

求めに応じて記録の開示をいたします。 

３ 緊急時の対応方法 

 サービス提供中に、ご利用者様の病状に急変が生じた場合や、緊急と判断される場合

は速やかに主治医へ連絡するなど必要な処置を講じます。 

 緊急訪問の依頼があれば、早急に訪問できるように調整します。 

４ 事故発生時の対処方法 

 （１）ご利用者様に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、庄内総合支



 

庁、酒田市、遊佐町、庄内町、ご家族様、主治医、介護支援専門員、居宅介護支援事業

所等に連絡を行ない必要な措置を講じます。 

（２）ご利用者様に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害

賠償を速やかに行います。 

（３）事故が生じた場合はその原因を明確にし、再発防止の対策を講じます。 

（４）事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

５ キャンセル 

ご利用者様がサービスの利用を中止する場合は、当事業所「訪問看護ステーション 

やわた」までご連絡ください。キャンセル料はありません。 

連絡先  ０８０－５５６０－５７９５ （２４時間対応携帯番号） 

６ 事業継続計画 

（１）当事業所は感染症や非常災害の発生において利用者に対する指定訪問看護（指定

介護予防訪問看護）の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「事業継続計画」という）を策定し、当該事業継続計画

従い必要な措置を講じます。 

（２）当事業所は、職員に対し事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施します。 

（３）当事業所は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画

の変更を行います。 

７ 非常災害時 

（１）当事業所は非常災害時に備え、定期的に防災訓練を行います。 

（２）当事業所はサービスの提供中に天災その他の災害時の事態が生じた場合は、事業

継続計画に基づき、利用者の避難など安全を確保するための必要かつ適切な措置を講

じます。 

（３）当事業所は非常災害時の具体的な対応方法、関係機関との連携等を随時確認しま

す。 

（４）当事業所は、事業継続計画を策定し非常災害の発生や感染症の流行が起こった際

に適切な対応を行い、訪問看護サービスを継続的に提供できるよう体制を構築してい

ます。可能な限り短い時間で、復旧、訪問対応できるよう努力いたします。その際は、



 

ご協力お願いいたします。 

８ 感染症拡大防止 

（１）当事業所は、感染拡大防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると

ともに、その結果について職員へ周知徹底を図ります。 

（２）当事業所は、感染拡大防止のための研修会を定期的に行い、職員が衛生管理、感染

症、その他必要な知識及び技術を習得できるようにします。 

９ 高齢者虐待防止に関する事項 

（１）当事業所は、ご利用者様への差別の禁止、人権擁護、虐待防止のため、虐待防止に

関する責任者の設置、定期的な委員会の開催、苦情解決対策等の必要な体制整備を行

うとともに、職員に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施する等の措置

を講じます。 

（２）当事業所職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を

受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）当事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。虐待防止に関する責任者は管理

者です。苦情解決体制を整備しています。 

（５）ご利用者様、ご家族様の求めにより当該指針の閲覧可能です。 

１０ 守秘義務及び個人情報の取り扱い 

（１）職員は、サービスを提供する上で知り得たご利用者様及びご家族様等に関する秘

密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約が終了した後並び

に職員が退職した後も継続します。 

（２）当事業所は、全ての職員に対して業務上知り得たご利用者様及びご家族様等の秘 

密を保持させるため、職員である期間及び職員でなくなった後においてもその秘密を 

守る旨を、事業者と雇用契約の内容とします。 

１１ ハラスメント防止・対応 

（１）当事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から、職場における各種ハラス 

メントを防止するために必要な措置を講じます。 

（２）当事業所は、職員によるご利用者様、ご家族様へのハラスメント及びご利用者様 

 ご家族様からのハラスメントを防止するために必要な措置を講じます。 



 

（３）当事業所の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

や、ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断し 

た場合は、サービス中止や契約を解除することがあります 

（４）当事業所は、職員が身の危険を感じた際には、理由のいかんに関わらず警察に 

 通報し断固たる対応をとります。 

１２ その他 

（１）お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。 

（２）サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で SNS 等に掲載すること

を禁止します。 

（３）当事業所は、看護学生の臨地実習受け入れ施設となっております。看護教育の必

要性をご理解いただきご協力お願いいたします。なお、同行訪問する際は事前に

ご連絡いたします。 

（４）訪問する看護師等は、金銭の取扱は行いません。（年金の管理、金銭の貸借など） 

（５）訪問する看護師等は、「訪問看護サービス契約書」に基づき、ご利用者様にサービ

スを提供します。ご契約のないご家族様へのサービス提供はしておりません。 

１１ 利用者負担額と支払方法 

ご利用者様が負担するご利用料金・加算(医療保険、介護保険)は別紙で説明させてい

ただきます。 

ご利用料金は、翌月初めに請求書をお渡しします。尚、暫定の場合は、介護度が

確定し、介護保険証の確認をさせていただいてから請求いたします。 

支払は、日本海八幡クリニックの受付窓口にてお願いします。 

 

 

 

 

 



 

利用者の個人情報の利用目的の通知および 

第三者に対する提供について 

訪問看護ステーションやわたの訪問看護サービスは、ご利用者様からご提供い

ただいたご利用者様本人及びご家族様に関する個人情報を、下記の目的以外に使

用しないことをお知らせいたします。 

 

【利用者の個人情報の利用目的】 

・ 利用者への介護サービス提供 

・ 介護保険事務 

・ 利用者のために行う管理運営業務（会計、事故報告、介護・医療サービスの向上） 

・ 当事業のために行う管理運営業務（介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資

料の作成、学生などの実習への協力、職員の教育のために行う事例研究など） 

 

【利用者の個人情報を第三者に提供する場合】 

下記の利用目的のために、利用者及び家族の個人情報を第三者に提供することがあり

ます。 

・介護保険事務などの業務の一部を外部事業者へ業務委託を行う場合 

・ 他の介護事業者との連携（サービス担当者会議など）、連絡調整等が必要な場合 

・ 利用者の受診にあたり、医師に介護記録やケアプランを提供する場合 

・ 家族への心身状態や生活状況の説明 

・ 研修等の実習生やボランティアの受け入れにおいて必要な場合 

・ 損害賠償保険などの請求に係る保険会社等への相談または届出等 

・ 事業継続計画に沿って連携している訪問看護ステーションと情報共有する場合 

 

 

 

 

 



 

 

同意書 

 

当事業所は、訪問看護サービス契約にあたり、ご利用者様に対して本書面に基づ

いて上記の重要事項・個人情報利用について説明しました。 

 

 

 令和   年   月   日 

 

事業者   住     所  酒田市小泉字前田３７番地 

名     称  訪問看護ステーションやわた 

           

                        説明者氏名                                   印 

 

 

私は、訪問看護サービス契約の締結にあたり、事業者から上記のとおり説明を受

け、サービス提供開始に同意します。 

 

 

利用者              住  所                                 

 

                         氏  名                               印 

 

  利用者の家族又は代理人 

 

                         住  所                                 

 

                         氏  名                              印 

 

                                      （続柄         ） 
 


